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奈良市報告第３４号

　　　　　　　　平成２６年度決算に基づく奈良市財政の
　　　　　　　　健全化判断比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、平成２６年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を

付けて次のとおり報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

（単位：％）

比　率　名
平成 26 年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ― 11.25

連結実質赤字比率 ― 16.25

実質公債費比率（３か年平均） 013.3 25.00

将来負担比率 182.9 350.000

　備考　

　　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と記載している。

　

－1－



奈良市報告第３５号

　　　　　　　平成２６年度決算に基づく奈良市公営企業の
　　　　　　　資金不足比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定により、平成２６年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意

見を付けて次のとおり報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

（単位：％）

会計の名称
平成 26 年度決算に
基づく資金不足比率

経営健全化基準

法
適
用

 水道事業会計 ―

20.0

都祁水道事業会計 ―

月ヶ瀬簡易水道事業会計 ―

下水道事業会計 ―

病院事業会計 ―

法
非
適
用

針テラス事業特別会計 ―

　備考　

　　資金不足比率は、資金不足額がない場合、「―」と記載している。

－2－



奈良市報告第５２号

　奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度
　～平成２６年度）及び実施計画（平成２７年度）の報告について

　奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度～平成２６年度）及び

実施計画（平成２７年度）について、奈良市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条

例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５条第１項及び第２項の規定により、次のとおり

報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１ 　奈良市第４次総合計画【前期基本計画】実施状況（平成２３年度～平成２６年度）及

び実施計画（平成２７年度）（別冊）

－3－



奈良市報告第５３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　訴えの提起について

－4－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成２７年８月１０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

１　訴えの提起について

－5－





奈良市報告第５４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－7－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年７月９日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年５月２２日午前９時４０分頃、奈良市大宮町一丁目地内において、公用車の

ドアを本市職員が開けたところ、相手方の原動機付自転車に接触した事故について、和解

により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　３８，９０１円

－8－



奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－9－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年７月９日

奈良市長　　仲 川　 元 庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年５月１８日午後０時２０分頃、奈良市平松四丁目地内において発生した、本

市の公用車が相手方の軽自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　２７，８４０円

－10－



奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－11－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年７月２９日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年５月２５日午後１時４５分頃、奈良市宝来四丁目地内において発生した、本

市の公用車が相手方の軽自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１６５，０００円

－12－



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－13－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年７月２９日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年６月１８日午後０時２０分頃、奈良市南魚屋町地内において、本市の公用車

が相手方建物の庇を破損した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定す

るものとする。

１　損害賠償の額　１０８，０００円

－14－



奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－15－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年７月３０日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年６月１１日午後１時１０分頃、奈良市東紀寺町一丁目地内において発生し

た、本市の救急自動車と相手方の普通乗用車が接触した事故について、和解により次のと

おり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１４７，４２０円

－16－



奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－17－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年８月７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年５月２２日、奈良市神功一丁目地内において、市道の街路樹の根が相手方の

敷地の石垣の下に伸び、石垣を損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償

の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　４２６，０６０円

－18－



奈良市報告第６０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－19－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年８月７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年７月８日午後１０時４０分頃、奈良市若葉台二丁目地内において発生した、

市道の陥没により、相手方の軽自動車のフロントバンパー等が損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１６０，５３１円

－20－



奈良市報告第６１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年８月７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年７月２０日午前９時５０分頃、奈良市八条五丁目地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のホイールが損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１２３，１２０円
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奈良市報告第６２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年８月７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年７月２２日午前７時１０分頃、奈良市学園大和町三丁目地内において発生し

た、市道の穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤ及びホイールが損傷し

た事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１９，９４７円
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奈良市報告第６３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　和解及び損害賠償の額の決定について
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市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２７年８月７日

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年７月２３日午前８時５分頃、奈良市八条町地内において発生した、市道の穴

ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤが損傷した事故について、和解によ

り次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　８，１４５円
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奈良市議案第８０号

平成２７年度奈良市一般会計
補正予算（第２号）

　平成２７年度奈良市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３７５，８５４千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２７，６９７，１５４千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15 ．国 庫 支 出 金 23,320,279 79,402 23,399,681

1 ．国 庫 負 担 金 18,821,447 13,502 18,834,949

2 ．国 庫 補 助 金 2,702,865 55,900 2,758,765

4 ．国 庫 交 付 金 1,662,410 10,000 1,672,410

16 ．県 支 出 金 6,734,131 13,773 6,747,904

1 ．県 負 担 金 5,375,264 6,751 5,382,015

2 ．県 補 助 金 966,897 7,022 973,919

19 ．繰 入 金 595,976 45,000 640,976

1 ．基 金 繰 入 金 595,976 45,000 640,976

20 ．繰 越 金 － 237,679 237,679

1 ．繰 越 金 － 237,679 237,679

歳　　　入　　　合　　　計 127,321,300 375,854 127,697,154

　（註）　「第２０款　諸収入」、「第２１款　市債」を「第２１款　諸収入」、「第

２２款　市債」に改める。

千円 千円 千円
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　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 ．総 務 費 15,341,762 73,380 15,415,142

3 ．徴 税 費 1,131,863 62,000 1,193,863

4 ．
戸 籍 住 民 
基 本 台 帳 費

610,206 11,380 621,586

3 ．民 生 費 53,560,361 241,474 53,801,835

1 ．社 会 福 祉 費 24,091,022 111,088 24,202,110

2 ．児 童 福 祉 費 16,240,105 87,906 16,328,011

3 ．生 活 保 護 費 13,050,618 42,480 13,093,098

7 ．商 工 費 1,578,868 10,000 1,588,868

1 ．商 工 費 1,578,868 10,000 1,588,868

8 ．観 光 費 959,538 15,000 974,538

1 ．観 光 費 959,538 15,000 974,538

9 ．土 木 費 8,869,334 36,000 8,905,334

4 ．都 市 計 画 費 3,459,483 36,000 3,495,483

歳　　　出　　　合　　　計 127,321,300 375,854 127,697,154

千円 千円 千円
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奈良市議案第８１号

平成２７年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）

　平成２７年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１８，０８６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２，８１８，０８６千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

9 ．繰 入 金 2,873,006 277,687 3,150,693

2 ．基 金 繰 入 金 － 277,687 277,687

10 ．繰 越 金 － 40,399 40,399

1 ．繰 越 金 － 40,399 40,399

歳　　　入　　　合　　　計 42,500,000 318,086 42,818,086

　（註）　「第10款　諸収入」を　「第11款　諸収入」　に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

11 ．諸 支 出 金 45,800 318,086 363,886

1 ．
還 付 及 び 
還 付 加 算 金

41,000 318,086 359,086

歳　　　出　　　合　　　計 42,500,000 318,086 42,818,086

千円

千円

千円

千円

千円

千円
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奈良市議案第８２号

平成２７年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第２号）

　平成２７年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２９，５３０千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，９９０，５３０千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　「第7款　諸収入」　を　「第８款　諸収入」　に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7 ．繰 越 金 － 29,530 29,530

1 ．繰 越 金 － 29,530 29,530

歳　　　入　　　合　　　計 26,961,000 29,530 26,990,530

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 ．諸 支 出 金 9,000 29,530 38,530

1 ．
償 還 金 及 び 
還 付 加 算 金

9,000 29,530 38,530

歳　　　出　　　合　　　計 26,961,000 29,530 26,990,530

千円

千円

千円

千円

千円

千円
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奈良市議案第８３号

奈良市役所出張所設置条例の一部改正について

　奈良市役所出張所設置条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市役所出張所設置条例の一部を改正する条例

　奈良市役所出張所設置条例（昭和３０年奈良市条例第３５号）の一部を次のように改正

する。

　別表奈良市東部出張所の項中「奈良市大柳生町４，２５４番地」を「奈良市大柳生町

４，７３５番地」に改める。

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。

　（提案理由）

　旧興東中学校の施設を改修し、東部出張所として活用することに伴い、所要の改正を行

おうとするものである。
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奈良市議案第８４号

奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正について

　奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

　第３条第２項中「地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８４条第２

項」を「厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、所要の改正を行おうとするものである。

－66－



奈良市議案第８５号

奈良市手数料条例の一部改正について

　奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市手数料条例の一部を改正する条例

第１条　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　　別表中第１４の３項を第１４の４項とし、第１４の２項の次に次のように加える。

１４の３ 通知カード再交付

手数料

行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第７条第１項

に規定する通知カードの再交

付（追記欄の余白がなくなっ

た場合、個人番号又は住民票

コードの変更により返納した

場合及び国外転出により返納

した場合の再交付を除く。）

１枚につき

５００円

第２条　奈良市手数料条例の一部を次のように改正する。

　　別表第１４の４項を次のように改める。

１４の４ 個人番号カード再

交付手数料

行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第７項

に規定する個人番号カードの

再交付（追記欄の余白がなく

なった場合、個人番号又は住

民票コードの変更により返納

１枚につき

８００円
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した場合及び国外転出により

返納した場合の再交付を除く

。）

　　　附　則

　この条例中第１条の規定はこの条例の公布の日又は平成２７年１０月５日のいずれか遅

い日から、第２条の規定は平成２８年１月１日から施行する。

　（提案理由）

　マイナンバー制度の導入に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料を定め

るとともに、住民基本台帳カードの交付手数料を廃止しようとするものである。
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奈良市議案第８６号

奈良市税条例の一部改正について

　奈良市税条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市税条例の一部を改正する条例

　奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

　第１３条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項第１４号

」に改める。

　第１９条第２項に次のただし書を加える。

　　ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものとする。

　第２８条第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下同じ。）」を加える。

　第２９条の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」に改める。

　第４７条第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第２項中「納期限前

７日までにその事由」を「納期限までに次に掲げる事項」に、「これ」を「減免を受けよ

うとする事由」に改め、同項に次の各号を加える。

　⑴ 　納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地

及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号

　⑵　法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額

　⑶　減免を受けようとする事由

　第７０条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（当該書類を提

出する者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称）」に改める。
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　第７０条の２第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称）」に改める。

　第７９条第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第２項中「納期限前

７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又

は名称）」に改める。

　第８２条の２第１項第１号及び第８２条の３第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「

、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称）」に改める。

　第９６条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号中「及び氏名又は

名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）」に改める。

　第９７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に、「本項」を「この項」に改め、同

項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあつては、氏

名及び住所）」に改め、同条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。

　第１３５条の３第１項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第２項中「納

期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び

氏名又は名称）」に改める。

　第１４３条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、

住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。

　第１５５条第１項中「及び所在地並びに代表者の氏名」を「、所在地並びに代表者の氏

名及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、名称及び

所在地並びに代表者の氏名）」に改める。

　第１５７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に、「及び所在地並びに代表者の氏

名」を「、所在地並びに代表者の氏名及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあつては、名称及び所在地並びに代表者の氏名）」に改める。
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　附則第４条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。

　附則第１０条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所

及び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又

は名称）」に改め、同条第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第

８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び

氏名又は名称）」に改める。

　附則第１７条第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号中「及び氏名」を「、氏名

又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住

所及び氏名又は名称）」に改める。

　附則第２３条を次のように改める。

第２３条　削除

　附則第２８条の６第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

）」に改め、同条第３項中「次の各号」を「次」に改め、同項第１号中「及び氏名」を「

、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は、住所及び氏名又は名称）」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

第 １条　この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第１３条第２項の改正

規定並びに附則第４条第１項及び第２３条の改正規定並びに次条第５項及び附則第５条

の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置）

第 ２条　別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の奈良市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２８年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。

２ 　新条例第１９条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市民税について
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適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

３ 　新条例第４７条第２項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に提出する申請書に

ついて適用する。

４ 　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成２

８年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事

業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税

及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

５ 　新条例第１３条第２項の規定は、平成２８年４月１日以後に開始する事業年度分の法

人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同

日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人

の市民税については、なお従前の例による。

６ 　新条例第２８条第８項の規定は、平成２８年１月１日以後に行われる同項の規定によ

る申告について適用し、同日前に行われるこの条例による改正前の奈良市税条例（以下

「旧条例」という。）第２８条第８項の規定による申告については、なお従前の例によ

る。 

（固定資産税に関する経過措置）

第 ３条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成

２８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２７年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。

２ 　新条例第７０条第１項第１号、第７０条の２第１項第１号及び第２項第１号、第７９

条第２項第１号、第８２条の２第１項第１号並びに第８２条の３第１項第１号並びに附

則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項第１号、第５項第

１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第１０項第１号

、第１７条第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号並びに附則第２８条の６第１

項第１号及び第３項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に提出する新条例第７０

条第１項並びに第７０条の２第１項及び第２項並びに附則第２８条の６第３項に規定す

る申出書、新条例第７９条第２項並びに附則第１７条第３項及び第４項に規定する申請

書又は新条例第８２条の２第１項及び第８２条の３第１項並びに附則第１０条の３各項

、第１７条第２項及び第２８条の６第１項に規定する申告書について適用し、同日前に

提出した旧条例第７０条第１項並びに第７０条の２第１項及び第２項並びに附則第２８
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条の６第３項に規定する申出書、旧条例第７９条第２項並びに附則第１７条第３項及び

第４項に規定する申請書又は旧条例第８２条の２第１項及び第８２条の３第１項並びに

附則第１０条の３各項、第１７条第２項及び第２８条の６第１項に規定する申告書につ

いては、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置）

第 ４条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成

２８年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成２７年度分までの軽自動車税

については、なお従前の例による。

２ 　新条例第９６条第２項第２号及び第９７条第２項第１号の規定は、平成２８年１月１

日以後に提出する新条例第９６条第２項並びに第９７条第２項及び第３項に規定する申

請書について適用し、同日前に提出した旧条例第９６条第２項並びに第９７条第２項及

び第３項に規定する申請書については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置）

第 ５条　別段の定めがあるものを除き、平成２８年４月１日前に課した、又は課すべきで

あった旧条例附則第２３条に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻

たばこ３級品」という。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

２ 　次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１

項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻た

ばこ３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第１０４条の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。

　⑴ 　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで　１，０００本につき２，９２

５円

　⑵ 　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで　１，０００本につき３，３５

５円

　⑶ 　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで　１，０００本につき４，００

０円

３ 　前項の規定の適用がある場合における新条例第１０７条第１項から第４項までの規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第１０７条第１項 施行規則第３４号の２様
式

地方税法施行規則の一部を改正
する省令（平成２７年総務省令
第３８号）による改正前の地方
税法施行規則（以下この節にお
いて「平成２７年改正前の地
方税法施行規則」という。）第
４８号の５様式

第１０７条第２項 施行規則第３４号の２の
２様式

平成２７年改正前の地方税法施
行規則第４８号の６様式

第１０７条第３項 施行規則第３４号の２の
６様式

平成２７年改正前の地方税法施
行規則第４８号の９様式

第１０７条第４項 施行規則第３４号の２様
式又は第３４号の２の２
様式

平成２７年改正前の地方税法施
行規則第４８号の５様式又は第
４８号の６様式

４ 　平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する

売渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等（新条例第１０１条第１項に規定する卸売販売業者等を

いう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。以下「所得税法等改正法

」という。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たば

こ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の

規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として

当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙

巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売

販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たば

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当

該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

５ 　前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部

を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第２０条第４項に規定する申告書を平成

２８年５月２日までに市長に提出しなければならない。
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６ 　前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、その申告に

係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という

。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。

７ 　第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定す

るもののほか、新条例第１０条、第１０７条第４項及び第５項、第１０９条の２並びに

第１１０条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１０条 第１０７条第１項若しく
は第２項、

奈良市税条例の一部を改正する
条例（平成２７年奈良市条例第
　　号。以下この条及び第２章
第４節において「平成２７年改
正条例」という。）附則第５条
第６項、

第１０条第２号 第１０７条第１項若しく
は第２項

平成２７年改正条例附則第５条
第５項

第１０条第３号 第４５条第１項の申告
書（法第３２１条の８第
２２項及び第２３項の申
告書を除く。）、第１０７
条第１項若しくは第２項
の 申 告 書、 第 １ ３ ５ 条
第１項の申告書又は第
１５４条第１項の申告書
でその提出期限

平成２７年改正条例附則第５条
第６項の納期限

第１０７条第４項 施行規則第３４号の２様
式又は第３４号の２の２
様式

地方税法等の一部を改正する法
律（平成２７年法律第２号）附
則第２０条第４項の規定

第１０７条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第５条
第６項

第１０９条の２第１項 第１０７条第１項又は第
２項

平成２７年改正条例附則第５条
第５項

当該各項 同項

第１１０条第２項 第１０７条第１項又は第
２項

平成２７年改正条例附則第５条
第６項
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８ 　卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小

売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ３級品のうち、第

４項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合に

は、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第１０８条の規定に準じて、同条の規定

による当該紙巻たばこ３級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相

当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から

控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等

が新条例第１０７条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、

当該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則

第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

９ 　平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品

を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によ

りたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻

たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵

場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課

税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たば

こ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

10 　第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第９項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において
準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日
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第６項 平成２８年９月３０日 平成２９年１０月２日

第７項の表以外の部分 第４項の 第９項の

同項から前項まで 第５項、前項及び第９項

第７項の表第１０条の項 附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０条第２号
の項

附則第５条第５項 附則第５条第１０項において準
用する同条第５項

第７項の表第１０条第３号
の項

附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０７条第４
項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において
準用する同条第４項

第７項の表第１０７条第５
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０９条の２
第１項の項

附則第５条第５項 附則第５条第１０項において準
用する同条第５項

第７項の表第１１０条第２
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準
用する同条第６項

第８項 第４項 第９項

11 　平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たば

こ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市た

ばこ税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。

12 　第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について
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準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１１項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において
準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３０年１０月１日

第７項の表以外の部分 第４項の 第１１項の

同項から前項まで 第５項、前項及び第１１項

第７項の表第１０条の項 附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０条第２号
の項

附則第５条第５項 附則第５条第１２項において準
用する同条第５項

第７項の表第１０条第３号
の項

附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０７条第４
項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において
準用する同条第４項

第７項の表第１０７条第５
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０９条の２
第１項の項

附則第５条第５項 附則第５条第１２項において準
用する同条第５項

第７項の表第１１０条第２
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準
用する同条第６項

第８項 第４項 第１１項

13 　平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定に

よりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙

巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯

蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たば
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こ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の

課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市た

ばこ税の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。

14 　第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において
準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

第６項 平成２８年９月３０日 平成３１年９月３０日

第７項の表以外の部分 第４項の 第１３項の

同項から前項まで 第５項、前項及び第１３項

第７項の表第１０条の項 附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０条第２号
の項

附則第５条第５項 附則第５条第１４項において準
用する同条第５項

第７項の表第１０条第３号
の項

附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０７条第４
項の項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において
準用する同条第４項

第７項の表第１０７条第５
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準
用する同条第６項

第７項の表第１０９条の２
第１項の項

附則第５条第５項 附則第５条第１４項において準
用する同条第５項

第７項の表第１１０条第２
項の項

附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準
用する同条第６項

第８項 第４項 第１３項

　（特別土地保有税に関する経過措置）

第 ６条　新条例第１３５条の３第２項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に提出す

る同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第１３５条の３第２

－79－



項に規定する申請書については、なお従前の例による。 

（入湯税に関する経過措置）

第 ７条　新条例第１４３条の規定は、平成２８年１月１日以後に行われる同条の規定によ

る申告について適用し、同日前に行われた旧条例第１４３条の規定による申告について

は、なお従前の例による。 

（事業所税に関する経過措置）

第 ８条　新条例第１５５条第１項及び第１５７条第２項の規定は、平成２８年１月１日以

後に提出する新条例第１５５条第１項に規定する申告書又は新条例第１５７条第２項に

規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第１５５条第１項に規定する

申告書又は旧条例第１５７条第２項に規定する申請書については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　地方税法の改正に伴い、市税の減免申請期限の見直し等、所要の改正を行おうとするも

のである。
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奈良市議案第８７号

　　　　奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する
　　　　条例の一部改正について

　奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正しよ

うとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２５年奈良市条例第２

８号）の一部を次のように改正する。

　第９条第３項第１号を次のように改める。

　⑴ 　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する居宅介護サービ

ス費、同法第４２条第１項に規定する特例居宅介護サービス費、同法第５３条第１項

に規定する介護予防サービス費又は同法第５４条第１項に規定する特例介護予防サー

ビス費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が別に定めるもの　指定特定施設

入居者生活介護（奈良市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２５年奈良市条例第２１号）第２１９条第１項に規定する指定特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）、指定地域密着型特定施設入居者生活介護

（奈良市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２５年奈良市条例第２３号）第１３０条第１項に規定する指定地域密着型特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定介護予防特定施設入居者生活介護

（奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２

５年奈良市条例第２２号）第２０５条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者

生活介護をいう。以下同じ。）を提供した日から５年間

　第１３条第１項第４号ア中「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は外部
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サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護」を「指定特定施設入居者生活介護

、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護」に

改め、同条第７項中「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護又は外部サービス

利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う養護老人ホーム（以下「外部サ

ービス利用型養護老人ホーム」という。）」を「指定特定施設入居者生活介護、指定地域

密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人

ホーム」に改め、同条第８項中「外部サービス利用型養護老人ホーム」を「指定特定施設

入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居

者生活介護を行う養護老人ホーム」に改める。

　第２３条第１項第１号中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改め、同

条第３項中「前２項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない外部サービス利用

型養護老人ホーム」を「指定特定施設入居者生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生

活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームであって、第１３

条第１項第３号の規定に基づく生活相談員を置いていない場合」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　介護保険法及び関係省令の改正に伴い、所要の改正を行おうとするものである。
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奈良市議案第８８号

奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び
運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準等に関する条例及び奈良
市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の
一部改正について

　奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例及び奈良市軽費老

人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　 奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例及び

奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

　 （奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部改正）

第 １条　奈良市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成

２５年奈良市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

　　第 ２４０条中「第８条の２第１２項」を「第８条の２第１０項」に改める。

　　第 ２５７条中「第８条の２第１３項」を「第８条の２第１１項」に改める。

　（奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第 ２条　奈良市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２５年奈良市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。

　 　第２４条第１項第１号中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第１６項」に改め

る。
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　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　介護保険法の改正に伴い、引用条文の整理を行おうとするものである。
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奈良市議案第８９号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定
非営利活動法人等を定める条例の一部改正について

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　 奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定

める条例の一部を改正する条例

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例（平成２５年奈良市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

　別表に次のように加える。

特定非営利活動法人奈良Ｎ
ＰＯセンター

奈良市角振新屋町８番地 平成２７年１月１日から平成
３２年９月３０日まで

特定非営利活動法人国際交
流ならふれあいの会

奈良市法蓮町９８５番地
の６

平成２７年１月１日から平成
３２年９月３０日まで

特定非営利活動法人近畿介
助犬訓練所

奈良市小倉町１，０００
番地

平成２７年１月１日から平成
３２年９月３０日まで

特定非営利活動法人奈良ク
ラブ

奈良市藤原町１６２番地 平成２７年１月１日から平成
３２年９月３０日まで

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる個人市民税の控除対象となる寄附金を受

け入れる特定非営利活動法人を追加しようとするものである。
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奈良市議案第９０号

奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

　奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成１５年奈良市条例第４７号）の一部を次の

ように改正する。

　第４条第２項中第２６号を第２７号とし、第５号から第２５号までを１号ずつ繰り下

げ、第４号の次に次の１号を加える。

　⑸　腎臓内科

　　　附　則

　この条例は、平成２７年１１月１日から施行する。

　（提案理由）

　市立奈良病院の診療科目に腎臓内科を追加しようとするものである。
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奈良市議案第９１号

平成２６年度奈良市病院事業会計
資本剰余金の処分について

　平成２６年度奈良市病院事業会計のうち、受贈財産として取得した資産の撤去により発

生する損失について、受贈財産評価額を源泉とする資本剰余金３３５，４００円をもって

うめるものとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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奈良市議案第９２号

平成２６年度奈良市水道事業会計
未処分利益剰余金の処分について

　平成２６年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金５，１３５，７１９，７７６円のう

ち、３００，０００，０００円を水道老朽施設更新積立金に積み立て、また４，６３６，

５７７，２２４円を自己資本金へ組み入れ、その残余を繰り越すものとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　
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奈良市議案第９３号

財産の取得について

消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　　類 数　量

救助工作車 救助工作車Ⅱ型 １  台

２　契 約 金 額　　９９，７９２，０００円

３　契約の相手方　　 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３ 

株式会社モリタ関西支店 

　支店長　平田　隆吉
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奈良市議案第９４号

財産の取得について

消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　物 品 の 表 示

名　　　称 種　　　　類 数　量

救急自動車 高規格救急自動車 １  台

２　契 約 金 額　　２３，０９９，０４０円

３　契約の相手方　　 奈良市大宮町四丁目４５９番１ 

奈良日産自動車株式会社奈良店 

　店長　北村　肇基
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奈良市議案第９５号

工事請負契約の締結について

　奈良市南部土地改良清美事業にかかる第２工区（東谷）整備工事について、次のとおり

工事請負契約を締結するものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　契 約 の 目 的　　第２工区（東谷）整備工事

２　契 約 の 方 法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　１，３７９，１６０，０００円

４　契約の相手方　　奈良市油阪町４４６番地の６

　　　　　　　　　　第２工区（東谷）整備工事森組・岡﨑組特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　代表者　株式会社森組奈良営業所

　　　　　　　　　　　　　　　所長　藤本　敏夫　

　　　　　　　　　　　　　　株式会社岡﨑組

　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　岡﨑　耕司　
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第２工区（東谷）整備工事の概要

１．工事場所　　奈良市米谷町地内

２．工事規模　

　　　埋 立 面 積　　　３０，６００㎡

　　　埋 立 容 量　　３５７，１００㎥　

　　　　⑴　準備工　　　　　　　一式

　　　　⑵　土工　　　　　　　　一式　

　　　　⑶　擁壁工　　　　　　　一式

　　　　⑷　地下排水工　　　　　一式

　　　　⑸　法面工　　　　　　　一式

　　　　⑹　遮水工　　　　　　　一式

　　　　⑺　浸出水集排水工　　　一式

　　　　⑻　雨水排水工　　　　　一式

　　　　⑼　道路工　　　　　　　一式　

３．工　　期　　契約の日から平成２９年３月１５日まで
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奈良市議案第９６号

損害賠償の額の決定について

　平成２６年１２月６日午前６時３０分頃、奈良市法蓮佐保山一丁目地内において発生し

た水道管の漏水により、隣接地斜面が崩落し、流出した土砂が民有地内の塀、庭木、庭石

等を損傷させた事故について、次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

１　損害賠償の額　１７，１５５，５４５円
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奈良市議案第９７号

　　　奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約の一部変更に
　　　関する協議について

　奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約の一部を次のように変更しようとする。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約の一部を改正する規約

　奈良市・生駒市消防通信指令事務協議会規約（平成２５年７月１日施行）の一部を次の

ように改正する。

　第１条中「第２５２条の２第１項」を「第２５２条の２の２第１項」に改める。

　　　附　則

　この規約は、告示の日から施行する。

　（提案理由）

　地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、奈良市・生駒市消防通信指令事務協議

会規約の一部を変更する。
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奈良市議案第９８号

固定資産評価員の選任について

　固定資産評価員として、次の者を選任いたしたいので、地方税法第４０４条第２項の規

定により議会の同意を求める。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　津
つ

山
やま

　　恭
やす

之
ゆき
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履　　　　歴　　　　書

氏　　　名　　　津　山　　恭　之

生 年 月 日　　　 　　　

現　住　所　　　

学　　　　　　　歴

　　

職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第１号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　須
す

藤
どう

　　幸
こう

治
じ
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履　　　　歴　　　　書

氏　　　名　　　須　藤　　幸　治

生 年 月 日　　　

本　籍　地　　　

現　住　所　　　

学　　　　　　　　歴

　　

職　　　　　　　　歴

　　

　　

　　

　　

　　

　　　　　　 　　

　　

　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　 　　

　　

　　　　　　 　　

　　

　　

　　　　　　 　　

　　

　　

　　

　　　　　　 　　

－103－
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奈良市諮問第２号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　德
とく

田
だ

　　健
けん
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履　　　　歴　　　　書

氏　　　名　　　德　田　　健

生 年 月 日　　　

本　籍　地　　　

現　住　所　　　

学　　　　　　　　歴

　　

職　　　　　　　　歴
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奈良市諮問第３号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２７年９月２日提出

奈良市長　　仲　川　元　庸　　

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　松
まつ

本
もと

　　芳
よし

栄
え
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履　　　　歴　　　　書

氏　　　名　　　松　本　　芳　栄

生 年 月 日　　　

本　籍　地　　　

現　住　所　　　

学　　　　　　　　歴

　　

職　　　　　　　　歴
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